
 当社の概要・連絡先 

 

当社の概要 

商号等      百五証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第１３４号 

本店所在地    〒５１４－８６６８ 三重県津市岩田２１番２７号 

加入協会     日本証券業協会 

指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

資本金      ３０億円 

主な事業     金融商品取引業 

設立年月日    平成２１年８月１４日 

連絡先      ０５９－２２２－３６１０ またはお取引のある支店にご連絡ください。 

 

当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。 

住所    〒５１４－８６６８ 三重県津市岩田２１番２７号 

電話番号 ０１２０－８６３－１０５（百五証券お客さま相談窓口） 

受付時間  9：00～17：00（休業日を除く） 

 

金融ＡＤＲ制度のご案内 

金融ＡＤＲ制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法

で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 

金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上

の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（ＦＩ

ＮＭＡＣ）を利用することができます。 

住所   〒１０３－００２５ 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 第二証券会館 

電話番号 ０１２０－６４－５００５（ＦＩＮＭＡＣは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません） 

受付時間 9：00～17：00（休業日を除く） 


